
中小企業・小規模事業者のみなさまへ

和歌山働き方改革推進支援センター和歌山働き方改革推進支援センター
会社のお困りごと   ワンストップでサポートします !

厚生労働省  和歌山労働局  委託事業 
令和 5年度 中小企業・小規模事業者等に対する

働き方改革推進支援事業
（受託：全国社会保険労務士会連合会）

「働き方改革」は働く方々が

  個々の事情に応じて

  多様で柔軟な働き方を

  自分で「選択」できる社会を

  実現するための改革です

〒 6 4 0 - 8 3 1 7  和歌山市北出島 1丁目 5番 4 6 号  （和歌山県社会保険労務士会  内）
和歌山働き方改革推進支援センター

フリーダイヤル

0120-547-888

平日 9:00～ 17:00 　（※水曜日は 18:00 まで）
  （12/29 ～ 1/3 除く）

E-mail.  wakayama-hatarakikata@shakaihokenroumushi.jp
F  A  X.  073-425-3041

社労士等の専門家が企業
へ訪問し、問題解決に向け
て相談に対応
原則 �回（�時間程度）

センターに常駐する社労士
等の専門家による電話・来
所・メール相談

事業主向けセミナーを開
催。最新の法改正情報をお
届けします

地域のニーズに応じて商工
団体等にて個別相談会を開
催します

無
料相談支援

詳 細 は「 働 き 方 改 革 特 設 サ イ ト 」　 を ご 覧 く だ さ い  ⇒   https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/wakayama/
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専門家による企業訪問の申込みは裏面へ
　（FAX・E-mail 用  申込書）

例えば
こんなお悩みや疑問

□ 時間外労働の上限規制
□ 同一労働同一賃金への対応
□ 労働関係の助成金の活用
□ 就業規則の見直し
□ 子育て・介護の両立
□ 生産性向上・業務効率化

✓
✓

✓
✓
✓

✓

主 な 支 援 内 容
企業訪問

による相談
支援
02電話・来所

相談
支援
01 セミナー

開催
支援
03 出張相談会

開催
支援
04



令和 � 年度  中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

申込日：　 　年　 　月　 　日

所在地

電話番号 FAX 番号

E-mail アドレス ＠

従業員数
名

     （うちパート 　  名）

ご担当者名

フリガナ

個人情報、会社情報につきましては秘密を厳守いたします。

ご相談内容（□に✓をしてください。複数可）

□訪問相談希望日時 □オンライン相談希望日時
●第１希望日 月 日 時 ～

●第２希望日 月 日 時 ～

●第３希望日 月 日 時 ～

□残業を減らしたい
□時間外労働の上限規制への対応
□労働時間の削減・労働時間管理
□時間外労働の割増率引上げへの対応
□有給休暇
□同一労働同一賃金への対応

□賃金規程・賃金制度
□最低賃金への対応
□生産性向上・業務効率化
□就業規則の作成・見直し
□人材不足・従業員採用
□高齢者の就業促進

□労働関係の助成金
□子育て・介護の両立
□その他
   （ ）

【具体的に相談したい内容】

実施機関｜全国社会保険労務士会連合会

お気軽に
お問い合わせください

厚生労働省  和歌山労働局  委託事業 

会社名
事業所名
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和歌山働き方改革推進支援センター
〒640-8317  和歌山市北出島 1 丁目 5 番 46 号（和歌山県社会保険労務士会 内）

TEL.    0120-547-888   FAX. 073-425-3041
E-mail.   wakayama-hatarakikata@shakaihokenroumushi.jp

FAX ：073-425-3041
E-mail:　wakayama-hatarakikata@shakaihokenroumushi.jp

∞∞∞  和歌山働き方改革推推進支援センター  ∞∞∞

社労士等の専門家が貴社に訪問し課題解決に向けたコンサルティング支援をいたします
下記の必要事項をご記入の上、FAX もしくはメールにてお申込みください

担当・役職名　　　　
（ ）

訪問相談サービス　申込書　  ※オンラインでの相談も可能です


	★(修正）令和5年度働き方改革推進支援センター　広報
	★センターチラシ裏面



